
人権教育・啓発中央省庁連絡協議会

ヘイトスピーチ対策専門部会・議事次第

日時 平成２８年９月３０日（金）１３：３０～

場所 法務省集団処遇室（合同庁舎６号館Ａ棟１階）

１ 開 会・挨 拶

２ 議 事

(1) ヘイトスピーチの現状に関する報告について

(2) ヘイトスピーチの解消に向けた取組に関する報告について

(3) 意見交換・質疑応答

３ 閉 会



平成２８年９月３０日（金）　法務省集団処遇室（１階）
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人権教育・啓発中央省庁連絡協議会の設置について

平成１２年９月２５日

関係省庁事務次官等申合せ

平成１１年７月２９日，人権擁護推進審議会から人権教育・啓発に関する施策の基本

的在り方についての答申があり，同答申において，人権教育・啓発の総合的かつ効果的

な推進を図るための一方策として，「国レベルにおいて，法務省，文部省及びその所掌事

務との関連で人権にかかわる啓発活動を行っている府省庁等がそれぞれの教育・啓発活

動についての情報を交換し連携するための方策を協議し，人権教育・啓発の総合的な推

進を図る連絡協議体制を整備することが肝要である。」との提言がなされた。

そこで，同答申を受けて，人権にかかわる教育・啓発活動を行っている府省庁等が，

その役割を相互に認識し，人権教育・啓発を総合的かつ効果的に推進するとの観点から，

それぞれの教育・啓発活動に関する情報を交換し，その密接な連携・協力を図るため，

人権教育・啓発中央省庁連絡協議会（以下「協議会」という。）を設けることとする。

記

１ 協議会の構成は，次のとおりとする。ただし，議長は，必要があると認めるときは，

構成員を追加することができる。

議 長 法務事務次官

副議長 法務省人権擁護局長

文部省生涯学習局長，初等中等教育局長

総務庁長官官房審議官

構成員 内閣総理大臣官房審議官，外務省総合外交政策局国際社会協力部長，厚

生省社会・援護局長，農林水産省構造改善局長，通商産業省中小企業庁次

長，郵政大臣官房長，労働大臣官房政策調査部長，自治大臣官房総務審議

官，警察庁長官官房長，北海道開発庁計画監理官，防衛庁人事教育局長，

環境庁企画調整局長，人事院管理局総務審議官



２ 協議会に幹事会を置く。幹事会の構成は，次のとおりとする。ただし，議長は，必

要があると認めるときは，構成員を追加することができる。

議 長 法務省人権擁護局総務課長

副議長 法務省人権擁護局人権啓発課長

文部省生涯学習局社会教育課長，文部省初等中等教育局小学校課長

総務庁長官官房地域改善対策室長

構成員 内閣総理大臣官房内政審議室障害者施策推進本部担当室長，内閣総理大

臣官房男女共同参画室長，外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民

課長，厚生省社会・援護局地域福祉課長，農林水産省構造改善局農政部構

造改善事業課長，通商産業省中小企業庁計画部振興課長，郵政大臣官房秘

書課長，労働大臣官房政策調査部総合政策課長，自治大臣官房企画室長，

警察庁長官官房総務課長，北海道開発庁アイヌ施策室長，防衛庁人事教育

局教育課長，環境庁企画調整局企画調整課長，人事院管理局研修企画課長

３ 幹事会には，人権教育・啓発に係る特定の事項について専門的な検討を行うため，

必要に応じて専門部会を設けることができる。

専門部会には，幹事会の関係構成員のほか，関係者の出席を求めることができる。

４ 協議会の庶務は，文部省生涯学習局社会教育課・同初等中等教育局小学校課及び総

務庁長官官房地域改善対策室の協力を得て，法務省人権擁護局において処理する。

５ 前各項に掲げるもののほか，協議会の運営に関する事項その他必要な事項は，議長

が定める。

（注）

１ 協議会の構成員を次のように変更（平成１３年３月８日幹事会報告）

文部省生涯学習局長（副議長）→文部科学省生涯学習政策局長（副議長）

文部省初等中等教育局長（副議長）→文部科学省初等中等教育局長（副議長）

郵政大臣官房長，自治大臣官房総務審議官，総務庁長官官房審議官（副議長）



→総務省大臣官房審議官（副議長）

内閣総理大臣官房審議官→内閣府大臣官房審議官

厚生省社会・援護局長，労働大臣官房政策調査部長→厚生労働省政策統括官

農林水産省構造改善局長→農林水産省経営局長

通商産業省中小企業庁次長→経済産業省中小企業庁次長

北海道開発庁計画管理官→国土交通省大臣官房長

環境庁企画調整局長→環境省総合環境政策局長

人事院管理局総務審議官→人事院人材局長

２ 幹事会の構成員を次のように変更（平成１３年３月８日幹事会報告）

文部省生涯学習局社会教育課長（副議長）

→文部科学省生涯学習政策局社会教育課長（副議長）

文部省初等中等教育局小学校課長（副議長）

→文部科学省初等中等教育局児童生徒課長（副議長）

郵政大臣官房秘書課長，自治大臣官房企画室長，

総務庁長官官房地域改善対策室長（副議長）

→総務省大臣官房地域改善対策室長（副議長）

内閣総理大臣官房内政審議室障害者施策推進本部担当室長

→内閣府政策統括官（総合企画調整担当）障害者施策担当参事官

内閣総理大臣官房男女共同参画室長→内閣府男女共同参画局総務課長

外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課長

→外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課長

厚生省社会・援護局地域福祉課長，労働大臣官房政策調査部総合政策課長

→厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官

農林水産省構造改善局農政部構造改善事業課長→農林水産省経営局構造改善課長

通商産業省中小企業庁計画部振興課長→経済産業省中小企業庁事業環境部財務課長

北海道開発庁アイヌ施策室長→国土交通省大臣官房参事官（労務担当）

環境庁企画調整局企画調整課長→環境省総合環境政策局総務課長

人事院管理局研修企画課長→人事院人材局研修調整課長



３ 協議会の構成員を次のように変更

（平成１４年４月１日発効・平成１４年３月１２日幹事会報告）

総務省大臣官房審議官（副議長）→総務省大臣官房長

４ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成１４年４月１日発効・平成１４年３月１２日幹事会報告）

総務省地域改善対策室長（副議長）→総務省大臣官房企画課長

５ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成１６年４月１日発効・平成１６年７月２８日幹事会報告）

内閣府政策統括官（総合企画調整担当）障害者施策担当参事官

→政策統括官(共生社会政策担当)付参事官（総括担当）

６ 協議会の構成員を次のように変更

（平成１７年４月１日発効・平成１７年９月１５日幹事会報告）

内閣府大臣官房審議官→内閣府大臣官房総括審議官

７ 協議会の構成員を次のように変更

（平成１８年８月１日発効・平成１８年９月８日幹事会報告）

外務省総合外交政策局国際社会協力部長→外務省総合外交政策局長

８ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成１８年７月３１日発効・平成１８年９月８日幹事会報告）

防衛庁人事教育局教育課長→防衛庁人事教育局人材育成課長

（平成１８年８月１日発効・平成１８年９月８日幹事会報告）

外務省総合外交政策局国際社会協力部人権人道課長

→外務省総合外交政策局人権人道課長



９ 協議会の構成員を次のように変更

（平成１９年１月９日発効・平成１９年３月２３日幹事会報告）

防衛庁人事教育局長→防衛省人事教育局長

１０ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成１９年１月９日発効・平成１９年３月２３日幹事会報告）

防衛庁人事教育局人材育成課長→防衛省人事教育局人材育成課長

１１ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成２２年４月１日発効・平成２２年１１月２９日幹事会報告）

文部省生涯学習政策局社会教育課長（副議長）

→文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課長（副議長）

１２ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成２３年９月１日発効・平成２３年１０月２８日幹事会報告）

農林水産省経営局構造改善課長→農林水産省経営局就農・女性課長

１３ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成２４年４月１日発効・平成２４年１０月１９日幹事会報告）

文部省生涯学習政策局男女共同参画学習課長（副議長）

→文部科学省生涯学習政策局社会教育課長（副議長）

１４ 幹事会の構成員を次のように変更

（平成２６年５月３０日発効・平成２６年１０月２０日幹事会報告）

人事院人材局研修調整課長→人事院人材局研修推進課長
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